
携帯電話基地局等の工作物に関する川口市景観計画における取扱いについて

裏面に続く

川口市景観計画の届出が必要 川口市景観計画の届出は不要

建築基準法上の確認申請
が不要 なもの

建築基準法上の確認申請
が必要 なもの

高さまたは長さ
が １０ｍ超

高さまたは長さ
が １０ｍ以下

川口市内で携帯電話基地局等の電波塔を設置する際は、
　　　　　で以下の行為に該当する場合は川口市景観計画の届出が必要です。

建築基準法上 の確認申請 が
必要 なもの

 ※確認申請 の必要 がないものについては届出 は不要 です。



川口市景観計画の届出が必要な工作物について、高さの最高限度は以下の通りです。

また、用途地域ごとに定める使用できる色彩は以下の通りです。

【川口市景観計画に関するお問い合わせ先】
　川口市　都市計画部　都市計画課　計画推進係　電話：048-242-6333（直通）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ：120.02000@city.kawaguchi.saitama.jp

届出書の様式や詳細については、川口市景観計画のホームページをご確認ください。

　川口市景観計画　 検索


